
業務管理体制確認検査 

令和６年６月 

福島県社会福祉課 

 

１ 業務管理体制の整備と届出について 

  ○ 介護サービス事業者（以下「事業者」という。）には、法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備

が義務付けられている。このことにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正

化を図る。（介護保険法第１１５条の３２第１項） 

  〇 事業者は、業務管理体制に関する事項を、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければならない。なお、届出

は、指定事業所単位ではなく、開設者である事業者（法人）ごとに行う。（介護保険法第１１５条の３２第２項） 

〇 また、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該届出を行った行政機関に届け出なければ

ならない。（介護保険法第１１５条の３２第３項） 

   

 

２ 業務管理体制確認検査について 

（１） 一般検査   

届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的（概ね６年に１回）に実施。事業者の規模等に応

じた適切な業務管理体制が整備されているかについて、検証を行う。 

（２） 特別検査   

指定介護サービス事業所の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施。当該事案への組織的関与の有無について検証

を行う。 

 

３ 令和６年度の一般検査について 

 「福島県介護サービス事業者業務管理体制確認検査要領」に基づき書面方式により実施予定。 

資料２ 



○ 法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案
などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る。

（業務管理体制整備の内容）

20未満

法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満

法令遵守責任者の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守責任者の選任

100以上

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
に係る監査

区 分 届出先

① 指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の地方厚生

局管轄区域に所在する事業者
主たる事務所の所在地の都道府県知事

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長

④ 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長

⑤ 地域密着型サービスのみを行う事業者で、指定事業所が

同一市町村内にのみ所在する事業者
市町村長

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事

【届出先】

指定又は許可を受けて
いる事業所数（※）

（※）　事業所数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は、含まない。
（みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ）であって、健康保険法の指定があったとき、
介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。
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１ 介護保険事業者における業務管理体制の整備と届出先



２ 業務管理体制の整備

方針の策定

規程・体制
の整備

評価・改善

【法令等遵守※１態勢※２の概念図】
【事業所数１００以上の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

○法令遵守に係る監査の実施

【事業所数２０以上１００未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

【事業所数２０未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

〈事業者自らの取り組み〉 〈法令による義務付け〉

業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであ
り、事業者の規模や法人種別等により異なるものであること。また、省令で定める整備
の基準は、事業者が整備する法令等遵守態勢の一部であることに留意する。

※１ 法令等遵守とは、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を
考慮したもの。

※ ２ 「態勢」とは、組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組みを指している。

（ＰＬＡＮ）

（ＤＯ）

（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）

２



３ 業務管理体制の監督体制等

介護サービス事業者

業務管理体制の監督権者

【国】

指定事業所又は施設が３以上

の地方厚生局の管轄区域に

所在する事業者

【市町村】

地域密着型サービスの
みを行う事業者で、指
定事業所が同一市町村
内に所在する事業者

【都道府県】

同一都道府県内に指定事
業所又は施設が所在する
事業者及び事業所が二以
上の都道府県に所在する事
業者で、当該都道府県に法
人本部が所在する事業者
（３以上の地方厚生局管轄
区域に事業所が所在する事
業者を除く）

事業所等の指定等権者

【都道府県】

・居宅サービス事業所

・介護予防支援事業所

・介護保険施設

【市町村】

・地域密着型サービス事業所

・居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所介護保険施設

地域密着型サービス
事業所

・業務管理体制の整備に関する届出
（法第１１５条の３２第２項）

・事務に関する報告、助言・勧告（法第１９７条第２項）

・報告、質問、立入検査の実施
（法第１１５条の３３）

・指定事業所等の
監査の実施等

等

（法第１１５条の３３第２項）

（法第１１５条の３３第３項 等）

・指定事業所等の監査情報の提供

・報告等の権限行使の際の連携

・指定等権者からの報告等実施の要請 等
・勧告、命令等（法第１１５条の３４）

（法第７６条第１項 等）

【指定都市】

指定事業
所又は施
設が同一
市指定都
市の区域
に所在す
る事業者

（法第197条第3項）
・事務に関する報告、助言・勧告

３

指定事業
所又は施
設が同一
市中核市
の区域に
所在する
事業者

【中核市】

届出に関する連携（法第１１５条の３２第５項）

【指定都市・中核市】



特別検査
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期限内に勧告に従わなかったときは、
その旨「公表」することができる
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（指定介護サービス事業所の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施）

正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置を
とらなかったとき公表

改善報告書提出
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一般検査
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改善報告書提出

改善が見込まれない
とき

※ 効率的かつ効果的に実施する観点から、分けて実施することなく、
事業者側に出向き報告等を聴取することは差し支えない。
ただし、これは報告の徴収等であり立入検査ではないことに留意する。

以降の手順等については、
特別検査に同じ。

（届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施）

４

４ 業務管理体制整備等の監督方法



５ 業務管理体制を構築するプロセスと監督のイメージ

（会社法により求められる内部統制システム）

株主総会

取締役会

代表取締役等

各事業部門・
事業所等

（監督）

（A）基本方針の決議

（監督）

（Ｂ）内部統制システム体制
（業務管理体制含む）の整備

・リスク管理体制

・情報の保存、管理体制

・監査の実効性確保体制

等

（指示）

（報告）

（報告）

監査役

（Ｄ）（Aにつき）
事業報告

(E）監査報告

会
計
監
査
人

（連絡）

（Ｃ）（A、Ｂに
つき）監査

取締役 A 内部統制システムの基本方針の決議

代表取締役 Ｂ （Aを受け）内部統制システムの体制の整備
Ｄ Aの概要を事業報告に記載し、取締役会を経て株主総会に報告

監査役 Ｃ （A、Ｂにつき）監査
E （Ｃにつき）株主総会に監査報告

【立入検査での法令等遵守態勢の確認の視点】

１ 方針の策定

①法令等遵守の状況を的確に認識し、法令等遵守態勢の
整備・確立に向けた方針及び具体的な方針を検討している
か。

②法令等遵守に係る基本方針を定め組織全体に周知させ
ているか。

③方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直して
いるか。

２ 内部規程・組織体制の整備

①法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ組織内
に周知させているか。

②法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体
制）を整備しているか。

③各事業部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等
を周知させ、遵守させる態勢を整備しているか。

３ 評価・改善活動

①法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の
実効性の評価を行った上で、問題点等について検証してい
るか。

②検証の結果に基づき、改善する態勢を整備しているか。

届
出
・運
用
状
況
確
認
等

・法令等遵守体制

５（注） システムの図は、監査役設置会社をベースとし一例示したものであり、事業者
の規模や法人種別等により異なることに留意すること。


